
四日市市告示第７６号 

 四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱の一部を改正する

要綱を次のように定める。 

  平成３０年３月７日 

四日市市長 森 智 広    

 

 四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱の一部を改正

する要綱 

四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱（平成２７年四日

市市告示第１１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 

改正後 改正前 

（補助対象） 

第３条 補助金の交付対象となる事業

（以下「補助対象事業」という。）

は、次の各号に掲げる要件をすべて満

たし、本市の他の補助金を受けていな

いものに限る。 

(1) 補助事業者が自ら市内の事業場で

行う次のアからウまでのいずれかに

該当する事業であること。ただし、

自己の居住の用に資するもの、展示

又は販売を目的とするもの及び設置

前において使用に供されているもの

は除く。 

 ア 及び イ （略） 

ウ 小型コージェネレーション設備

の導入 

 

 

 (2) 前号イ及びウについては、関係法

令、条例を遵守した上で実施するも

のであること。 

(3) 第１号イ及びウについては、当該

年度を含めて過去５年間に実施され

たエネルギーの使用の合理化に関す

る法律（昭和５４年法律第４９号）

（以下「省エネ法」という。）で定

める中長期計画又は省エネ診断等の

うち直近のものに基づく省エネルギ

ー計画（以下「省エネルギー計画」

という。）による計画的な導入又は

改修によるものであること。 

(4) 第１号イ及びウについては、補助

（補助対象） 

第３条 補助金の交付対象となる事業

（以下「補助対象事業」という。）

は、次の各号に掲げる要件をすべて満

たし、本市の他の補助金を受けていな

いものに限る。 

(1) 補助事業者が自ら市内の事業場で

行う次のアからウまでのいずれかに

該当する事業であること。ただし、

自己の居住の用に資するもの、展示

又は販売を目的とするもの及び設置

前において使用に供されているもの

は除く。 

 ア 及び イ （略） 

ウ 次に掲げる設備の導入 

(ア) 小型コージェネレーション

設備 

(イ) ＬＥＤ照明設備 

 

  

 

(2)前号イ及びウについては、当該年度

を含めて過去５年間に実施されたエ

ネルギーの使用の合理化に関する法

律（昭和５４年法律第４９号）（以

下「省エネ法」という。）で定める

中長期計画又は省エネ診断等のうち

直近のものに基づく省エネルギー計

画（以下「省エネルギー計画」とい

う。）による計画的な導入又は改修

によるものであること。 

(3) 第１号イ及びウについては、補助



金の対象となる経費（以下「補助対

象経費」という。）のうち、次条第

１項に規定する設備費の合計が３０

万円以上であること。 

２ （略） 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内

で、補助対象経費の４分の１以内と

し、その上限を２００万円とする。た

だし、当該年度を含めて過去５年間に

四日市市中小企業省エネルギー設備更

新等事業費補助金又は四日市市中小企

業新エネルギー導入等促進事業費補助

金を受けている場合、２００万円から

これまでに受けた補助金の額を減じた

額を上限とする。 

２ （略） 

３ 国又は県からの補助金の合計が補助

対象経費の２分の１を超える場合、補

助金の額は補助対象経費の４分の３か

ら国又は県からの補助金を減じた額を

上限とする。 

 

附 則 

（有効期限） 

２ この要綱は、第１６条から第２２条

までの規定を除き、平成３３年３月３

１日限り効力を失う。 

金の対象となる経費（以下「補助対

象経費」という。）のうち、次条第

１項に規定する設備費の合計が３０

万円以上であること。 

２ （略） 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内

で、３分の１以内とし、その上限を３

００万円とする。ただし、当該年度を

含めて過去５年間に四日市市中小企業

省エネルギー設備更新等事業費補助金

又は四日市市中小企業新エネルギー導

入等促進事業費補助金を受けている場

合、３００万円からこれまでに受けた

補助金の額を減じた額を上限とする。 

 

２ （略） 

３ 国又は県からの補助金の合計が補助

対象経費の３分の１を超える場合、補

助金の額は補助対象経費の３分の２か

ら国又は県からの補助金を減じた額を

上限とする。 

 

附 則 

（有効期限） 

２ この要綱は、第１６条から第２２条

までの規定を除き、平成３０年３月３

１日限り効力を失う。 

 

第１号様式を次のように改める。 

  



第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

四日市市長 

               住   所 

 

               名   称 

 

              代表者氏名              印 

 

               連絡先         （担当     ） 

 

四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付申請書 

 

四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱第６条第２

項に基づき、下記のとおり必要書類を添えて補助金の交付を申請します。 

なお、補助金の交付を受けるにあたり四日市市中小企業省エネルギー設備更

新等事業費補助金交付要綱、四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費

補助金交付要領及び関係法令、条例について、その内容を十分に理解・遵守し

ていることを誓約します。また、市税の納付状況の確認等、四日市市中小企業

省エネルギー設備更新等事業に必要な企業及び個人情報を利用することに同意

します。 

 

１．企業等の情報 

（１）住所（本社等）：  

 

（２）名称     ： 

 

（３）資本金    ：          円 

 

（４）従業員数   ：          人 

 

（５）業種     ： 

 

２．事業を実施する事業場等の情報 

（１）住所： 

 

（２）名称： 

                          裏面につづく 



３．事業の内容 

（１）補助対象事業 ： 

 

（２）補助対象事業実施前の状況： 

 

（３）補助対象経費                   円 

 

（４）交付申請額                    円 

 

（５）事業着手（予定）日          年  月  日 

 

（６）事業完了（予定）日          年  月  日 

 

４．添付書類 

①補助対象経費が確認できる見積書又は概算設計書（２社以上の見積書又は概算設計書

を提出すること） 

②対象設備の能力が確認できる書類 

③印鑑証明 

④設置前の状況が分かる写真等 

⑤収支計画書（第１号様式添付書類） 

⑥過去２期の決算書の写し（ただし、事業を営んでから２年未満の中小企業者について

は、申請時点で添付できる決算書。個人事業主については、確定申告書とする。） 

⑦登記 

ア 履歴事項全部証明書 

イ 全部事項証明書（建物） 

ウ 全部事項証明書（土地） 

⑧定款の写し 

⑨企業の経歴等が確認できる書類（企業パンフレット等） 

⑩事業の実施場所がわかる地図 

⑪本市の市税の完納証明書（直近年度の完納が確認できるもの） 

⑫株の所有者が確認できる書類（株式を発行している場合のみ） 

⑬省エネルギー計画（要領第１号様式） 

⑭省エネ診断又は国に提出した中長期計画及びエネルギー使用状況届出書・定期報告書

の写し 

⑮委任状（第８号様式 ※手続きを委任する場合） 

⑯「クールチョイス」賛同用紙（要領第２号様式） 

⑰その他市長が必要と認めた書類 

  



  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、附則第２項については、

告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱の規定

により交付決定を受けた者に対する補助については、なお、従前の例による。 

（環境部環境保全課） 


